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人 事 委 員 会 規 則 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  令和２年５月12日 

鳥取県人事委員会委員長 小  松  哲  也   

鳥取県人事委員会規則第８号 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正

する規則 

 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年鳥取県人

事委員会規則第31号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第２条関係） 

１～４ 略 

５ 三朝町 

機関 職 

 略 

保育所 

 

園長 

教育委員会事務局 課長 参事 

図書館 図書館長 

 略 

６～26 略 

備考 略 

別表（第２条関係） 

１～４ 略 

５ 三朝町 

機関 職 

 略 

保育所 園長 

子育て支援センター センター長 

教育委員会事務局 

 

課長 参事 

 略 

６～26 略 

備考 略 

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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